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(57)【要約】
【課題】車載主機としての回転機１２と、バッテリ１４
と、車載補機としての回転機１６と、エンジン１８と、
触媒４６とを備えるレンジエクステンダ電動車両におい
て、エンジン１８の駆動によるエミッションを低減すべ
く、エンジン１８の駆動又は停止を適切に指示すること
のできる電動車両の制御装置を提供する。
【解決手段】バッテリ１４の蓄電量が第1の規定量未満
になると判断された場合、バッテリ１４に充電すべくエ
ンジン１８を駆動させる発電モード処理を行う。また、
触媒４６の温度が活性温度よりも高い暖機準備温度未満
になると判断されて且つ、バッテリ１４の蓄電量が第1
の規定量よりも高い第２の規定量未満になると判断され
た場合、触媒４６への排気熱の供給を優先すべく、エン
ジン１８を駆動させる触媒暖機モード処理を行う。ここ
では、第２の規定量を触媒４６の温度が低いほど高く設
定する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載主機として主機回転機のみを備えて且つ、該主機回転機の電力供給源となるバッテ
リと、該バッテリを充電する補機回転機と、該補機回転機の動力供給源となるエンジンと
、該エンジンの排気通路上に設けられる排気浄化用触媒とを備える電動車両に適用され、
　前記触媒の温度、及びユーザによって操作される指示手段を介して設定された目的地に
関する情報のうち少なくとも１つに基づき前記エンジンを駆動させて前記補機回転機に発
電させる発電モード処理の実行要求を予測し、該予測された実行要求の生じる以前に、前
記補機回転機に伝達される前記エンジンの出力軸の回転エネルギを前記発電モード処理の
実行時よりも小さくした状態で、前記エンジンの駆動によって前記触媒を暖機させる触媒
暖機モード処理を実行する制御手段を備えることを特徴とする電動車両の制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記バッテリの蓄電量が第1の規定量未満になると判断された場合、
前記発電モード処理を実行するものであり、
　前記触媒暖機モード処理は、前記バッテリの蓄電量が、前記第1の規定量以上であって
且つ該第1の規定量よりも高い第２の規定量未満であると判断されて且つ、前記触媒の温
度が規定温度未満になると判断された場合、前記エンジンを駆動させる処理であることを
特徴とする請求項１記載の電動車両の制御装置。
【請求項３】
　前記規定温度は、前記触媒の活性温度以上の暖機準備温度であることを特徴とする請求
項２記載の電動車両の制御装置。
【請求項４】
　前記規定温度は、前記触媒の活性温度以上の暖機準備温度であり、
　前記第２の規定量は、前記触媒の温度が低いほど高く設定されることを特徴とする請求
項２又は３記載の電動車両の制御装置。
【請求項５】
　前記エンジンは、該エンジンの燃焼室に放電火花を発生させる点火プラグを備える火花
点火式のものであり、
　前記触媒暖機モード処理は、前記点火プラグによる点火タイミングを前記発電モード処
理の実行時よりも遅らせるものであることを特徴とする請求項１～４のいずれか1項に記
載の電動車両の制御装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記バッテリの蓄電量が第1の規定量未満になると判断された場合、
前記発電モード処理を実行するものであり、
　前記触媒暖機モード処理は、前記バッテリの蓄電量が、前記第1の規定量以上であって
且つ該第1の規定量よりも高い第２の規定量未満であると判断されて且つ、前記触媒の温
度が、該触媒の活性温度以上の暖機準備温度未満になると判断された場合、前記エンジン
を駆動させる処理であり、
　前記制御手段は、前記触媒の温度が、前記暖機準備温度よりも高い暖機判定温度に到達
するまで前記触媒暖機モード処理の実行を継続し、その後前記発電モード処理に移行させ
ることを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載の電動車両の制御装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記バッテリの蓄電量が第1の規定量未満になると判断された場合、
前記発電モード処理を実行するものであって且つ、前記指示手段を介して設定された目的
地に前記車両が到達した時に想定される前記バッテリの蓄電量が、前記第1の規定量未満
の所定の閾値以上になる場合、前記発電モード処理の実行を禁止する処理を実行すること
を特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の電動車両の制御装置。
【請求項８】
　前記指示手段を介して設定された目的地に関する情報に基づき、前記設定された目的地
に到達するまでに前記車両に要する電力量を算出する要求電力量算出手段と、
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　前記要求電力量算出手段によって算出された電力量と、前記バッテリの蓄電量とに基づ
き、前記発電モード処理を実行することなく、前記設定された目的地に前記車両が到達可
能か否かを判断する判断手段とを更に備え、
　前記禁止する処理は、前記判断手段によって到達可能であると判断された場合、前記発
電モード処理の実行を禁止する処理であることを特徴とする請求項７記載の電動車両の制
御装置。
【請求項９】
　前記指示手段は、前記車両の現在位置を把握する機能及びユーザによって該車両の目的
地を設定可能な機能を有する車載ナビゲーション装置であり、
　前記要求電力量算出手段は、前記ナビゲーション装置によって把握された現在位置から
前記設定された目的地までの走行経路に基づき、前記車両が要する電力量を算出すること
を特徴とする請求項８記載の電動車両の制御装置。
【請求項１０】
　前記ナビゲーション装置には、前記バッテリの充電場所に関する情報が記憶されており
、
　前記記憶された充電場所に関する情報に基づき、前記設定された目的地に前記充電場所
がないと判断された場合、または前記設定された目的地に前記充電場所があるか不明であ
ると判断された場合、前記発電モード処理の実行の禁止を解除する解除手段を更に備える
ことを特徴とする請求項９記載の電動車両の制御装置。
【請求項１１】
　前記車両には、前記エンジンから排出される排気熱を回収する回収手段が備えられ、
　車室内の暖房要求があると判断された場合、前記エンジンを駆動させ、前記回収手段に
よって回収された排気熱を用いて暖房する暖房手段を更に備えることを特徴とする請求項
１～１０のいずれか1項に記載の電動車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載主機として主機回転機のみを備えて且つ、該主機回転機の電力供給源と
なるバッテリと、該バッテリを充電する補機回転機と、該補機回転機の動力供給源となる
エンジンと、該エンジンの排気通路上に設けられる排気浄化用触媒とを備える電動車両に
適用される電動車両の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両としては、下記特許文献１に見られるように、車載主機としてエンジン及び
回転機を備えるハイブリッド車両が知られている。詳しくは、この車両では、郊外を走行
中の場合、市街地を走行する場合と比較して、バッテリの充放電を行うための充電量の制
御中心値を高く設定する処理が行われている。これにより、エンジンの駆動に伴い発生す
るエミッションの低減を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２７９９８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、エミッションの更なる低減及び車両の走行可能距離の拡大を目的として、車
載主機として車載バッテリを電力供給源として駆動される回転機のみを備えて且つ、バッ
テリを充電する発電機と、この発電機の動力供給源となるエンジンと、エンジンの排気通
路上に設けられる排気浄化用触媒とを備える電動車両であるいわゆるレンジエクステンダ
車両（シリーズハイブリッド車両ともいう）の開発が進められている。
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【０００５】
　詳しくは、この車両は、基本的にはエンジンを駆動させずに回転機を走行動力源として
走行する。一方、回転機を駆動したり、バッテリを電力供給源とした車載機器（例えば車
載空気調節装置）を駆動したりすることによってバッテリの蓄電量が低下する場合、発電
機によってバッテリを充電すべく、エンジンを駆動させる。
【０００６】
　ここで、上記車両においては、エミッションを低減させる観点から、バッテリ充電のた
めにエンジンを駆動させる頻度を極力低くすることが要求される。しかしながら、エンジ
ンを駆動させる頻度が低くなると、触媒に排気熱が供給される頻度の低下によって触媒温
度が低くなる傾向にあり、触媒の排気浄化能力を高く維持することが困難となり得る。こ
の場合、エンジンが駆動されると、大気中に放出されるエミッションが増大する懸念があ
る。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、レンジエクス
テンダ電動車両において、エミッションの増大を抑制することのできる電動車両の制御装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記課題を解決するための手段、及びその作用効果について記載する。
【０００９】
　請求項１記載の発明は、車載主機として主機回転機のみを備えて且つ、該主機回転機の
電力供給源となるバッテリと、該バッテリを充電する補機回転機と、該補機回転機の動力
供給源となるエンジンと、該エンジンの排気通路上に設けられる排気浄化用触媒とを備え
る電動車両に適用され、前記触媒の温度、及びユーザによって操作される指示手段を介し
て設定された目的地に関する情報のうち少なくとも１つに基づき前記エンジンを駆動させ
て前記補機回転機に発電させる発電モード処理の実行要求を予測し、該予測された実行要
求の生じる以前に、前記補機回転機に伝達される前記エンジンの出力軸の回転エネルギを
前記発電モード処理の実行時よりも小さくした状態で、前記エンジンの駆動によって前記
触媒を暖機させる触媒暖機モード処理を実行する制御手段を備えることを特徴とする。
【００１０】
　エンジンを駆動させて前記補機回転機に発電させる発電モード処理の実行時において、
触媒の温度が低いと、触媒の排気浄化能力が低くなるため、エンジンの駆動に伴って大気
中に放出されるエミッションが増大する懸念がある。
【００１１】
　この点、上記発明では、触媒の温度及び車両の目的地に関する情報のうち少なくとも１
つに基づき、発電モード処理の実行要求を予測する。すなわち、触媒の排気浄化能力や、
目的地に到達するまでに車両の走行に要求されるバッテリの蓄電量を把握しつつ、発電モ
ード処理の実行要求や、発電モード処理の実行要求が生じるに先立って触媒暖機モード処
理を終了できる極力遅いタイミングを予測する。これにより、予測された実行要求の生じ
る以前に、補機回転機に伝達されるエンジンの出力軸の回転エネルギを発電モード処理の
実行時よりも小さくした状態でエンジンを駆動させて触媒を暖機させる触媒暖機モード処
理を実行することができる。
【００１２】
　こうした構成によれば、補機回転機を駆動させるための燃料量を低減可能なことから、
エンジンの駆動に要する燃料量を低減させることができる。このため、触媒の暖機中のエ
ンジンの駆動によるエミッションの増大を抑制することができる。そしてその後、発電モ
ード処理の実行時において排気浄化能力が低くなる事態の発生を抑制することもできる。
したがって、上記発明によれば、エミッションの増大を抑制することができる。
【００１３】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記制御手段は、前記バッテリ
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の蓄電量が第1の規定量未満になると判断された場合、前記発電モード処理を実行するも
のであり、前記触媒暖機モード処理は、前記バッテリの蓄電量が、前記第1の規定量以上
であって且つ該第1の規定量よりも高い第２の規定量未満であると判断されて且つ、前記
触媒の温度が規定温度未満になると判断された場合、前記エンジンを駆動させる処理であ
ることを特徴とする。
【００１４】
　上記発明では、バッテリの蓄電量が過度に不足する事態を回避すべく、バッテリの蓄電
量が第1の規定量未満になると判断された場合、発電モード処理を実行する。ここで、主
機回転機を駆動させる状況下、エンジンを駆動させない場合には、バッテリの蓄電量が漸
減するとともに、触媒の温度が漸減する等、触媒の温度が上昇しないこととなる。こうし
た蓄電量及び触媒の温度の推移に鑑みると、バッテリの蓄電量が第1の規定量以上となる
状況であっても、触媒の温度が低下して規定温度未満になると判断されたとき、近い将来
、バッテリの蓄電量が第1の規定量未満になることで発電モード処理の実行要求が生じる
と予測することが可能であると考えられる。
【００１５】
　この点に鑑み、上記発明では、バッテリの蓄電量が第1の規定量以上であって且つ上記
第２の規定量未満であると判断されて且つ、触媒の温度が規定温度未満になると判断され
た場合、近い将来、発電モード処理の実行要求が生じると予測し、発電モード処理の実行
に先立って触媒暖機モード処理を実行する。こうした上記発明によれば、触媒暖機モード
処理を適切なタイミングで実行することができる。
【００１６】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の発明において、前記規定温度は、前記触媒の活
性温度以上の暖機準備温度であることを特徴とする。
【００１７】
　上記発明では、触媒の温度が活性温度を過度に下回る以前に、触媒暖機モード処理の実
行によって触媒に排気熱を供給するため、触媒の温度を高く維持し、触媒の排気浄化能力
を高く維持することができる。これにより、発電モード処理の実行時においてエミッショ
ンの増大を好適に抑制することができる。
【００１８】
　請求項４記載の発明は、請求項２又は３記載の発明において、前記規定温度は、前記触
媒の活性温度以上の暖機準備温度であり、前記第２の規定量は、前記触媒の温度が低いほ
ど高く設定されることを特徴とする。
【００１９】
　触媒の温度が低いほど、排気熱の供給によって触媒の温度を所定温度まで上昇させるた
めに要する時間が長くなる。この点に鑑み、上記発明では、触媒の温度が暖機準備温度未
満になると判断される状況下、蓄電量が上記第２の規定量未満になると判断された場合に
触媒暖機モード処理を行う。ここでは、第２の規定量を、触媒温度が低いほど高く設定す
る。
【００２０】
　こうした設定によれば、触媒暖機モード処理の完了時点においてバッテリの蓄電量が第
１の規定量未満にならないと想定される極力遅いタイミング（発電モード処理の実行要求
が生じるに先立って触媒暖機モード処理を終了できる極力遅いタイミング）を予測するこ
とができ、触媒の温度を上昇させるための時間を適切に確保可能なように触媒暖機モード
処理を開始させることができる。これにより、バッテリの蓄電量が過度に低下することを
回避しつつ、触媒の排気浄化能力を高く維持することができる。
【００２１】
　請求項５記載の発明は、請求項１～４のいずれか1項に記載の発明において、前記エン
ジンは、該エンジンの燃焼室に放電火花を発生させる点火プラグを備える火花点火式のも
のであり、前記触媒暖機モード処理は、前記点火プラグによる点火タイミングを前記発電
モード処理の実行時よりも遅らせるものであることを特徴とする。
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【００２２】
　上記発明では、点火タイミングを遅らせる（遅角させる）ことによって排気温度を適切
に上昇させることができ、触媒の温度を速やかに上昇させることができる。これにより、
触媒暖機モード処理及び発電モード処理の実行時におけるエミッションの増大をいっそう
好適に抑制することができる。
【００２３】
　請求項６記載の発明は、請求項２～５のいずれか１項に記載の発明において、前記制御
手段は、前記バッテリの蓄電量が第1の規定量未満になると判断された場合、前記発電モ
ード処理を実行するものであり、前記触媒暖機モード処理は、前記バッテリの蓄電量が、
前記第1の規定量以上であって且つ該第1の規定量よりも高い第２の規定量未満であると判
断されて且つ、前記触媒の温度が、該触媒の活性温度以上の暖機準備温度未満になると判
断された場合、前記エンジンを駆動させる処理であり、前記制御手段は、前記触媒の温度
が、前記暖機準備温度よりも高い暖機判定温度に到達するまで前記触媒暖機モード処理の
実行を継続し、その後前記発電モード処理に移行させることを特徴とする。
【００２４】
　上記発明では、上記態様にて触媒暖機モード処理から発電モード処理へと移行させる。
このため、発電モード処理の実行時において触媒の温度を活性温度よりも十分高い状態と
することができ、エミッションの増大を好適に抑制することができる。
【００２５】
　請求項７記載の発明は、請求項１～６のいずれか１項に記載の発明において、前記制御
手段は、前記バッテリの蓄電量が第1の規定量未満になると判断された場合、前記発電モ
ード処理を実行するものであって且つ、前記指示手段を介して設定された目的地に前記車
両が到達した時に想定される前記バッテリの蓄電量が、前記第1の規定量未満の所定の閾
値以上になる場合、前記発電モード処理の実行を禁止する処理を実行することを特徴とす
る。
【００２６】
　車両が目的地に到達するまでに要求されるバッテリの蓄電量が十分である場合、エミッ
ションの増大を抑制する観点から、発電モード処理を極力実行しないことが望ましい。
【００２７】
　この点、上記発明では、車両が目的地に到達した時に想定されるバッテリの蓄電量が、
第1の規定量未満の所定の閾値以上になる場合、発電モード処理の実行を禁止する処理を
実行する。これにより、エンジンを駆動させることなく車両を走行させることができ、ひ
いてはエミッションの増大を好適に抑制することができる。
【００２８】
　請求項８記載の発明は、請求項７のいずれか1項に記載の発明において、前記指示手段
を介して設定された目的地に関する情報に基づき、前記設定された目的地に到達するまで
に前記車両に要する電力量を算出する要求電力量算出手段と、前記要求電力量算出手段に
よって算出された電力量と、前記バッテリの蓄電量とに基づき、前記発電モード処理を実
行することなく、前記設定された目的地に前記車両が到達可能か否かを判断する判断手段
とを更に備え、前記禁止する処理は、前記指示する処理として、前記判断手段によって到
達可能であると判断された場合、前記発電モード処理の実行を禁止する処理であることを
特徴とする。
【００２９】
　上記発明では、目的地に到達するまでに車両が要する電力量（要求電力量）と、バッテ
リの蓄電量とに基づき、発電モード処理を実行することなく車両が目的地に到達可能であ
るか否かを判断する。そして、到達可能であると判断された場合、発電モード処理の実行
を禁止することができる。
【００３０】
　請求項９記載の発明は、請求項８記載の発明において、前記指示手段は、前記車両の現
在位置を把握する機能及びユーザによって該車両の目的地を設定可能な機能を有する車載



(7) JP 2012-171520 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

ナビゲーション装置であり、前記要求電力量算出手段は、前記ナビゲーション装置によっ
て把握された現在位置から前記設定された目的地までの走行経路に基づき、前記車両が要
する電力量を算出することを特徴とする。
【００３１】
　上記発明では、要求電力量の算出に、車両の現在位置から目的地までの走行経路を用い
ることで、要求電力量の算出精度を向上させることができる。
【００３２】
　請求項１０記載の発明は、請求項９記載の発明において、前記ナビゲーション装置には
、前記バッテリの充電場所に関する情報が記憶されており、前記記憶された充電場所に関
する情報に基づき、前記設定された目的地に前記充電場所がないと判断された場合、また
は前記設定された目的地に前記充電場所があるか不明であると判断された場合、前記発電
モード処理の実行の禁止を解除する解除手段を更に備えることを特徴とする。
【００３３】
　上記発明では、目的地にバッテリの充電場所がなかったり、バッテリの充電場所がある
か不明だったりする場合に、発電モード処理の実行の禁止を解除する。このため、禁止処
理によってバッテリの充電が制限されることで、バッテリの蓄電量が過度に不足する事態
を回避することができる。
【００３４】
　請求項１１記載の発明は、請求項１～１０のいずれか1項に記載の発明において、前記
車両には、前記エンジンから排出される排気熱を回収する回収手段が備えられ、車室内の
暖房要求があると判断された場合、前記エンジンを駆動させ、前記回収手段によって回収
された排気熱を用いて暖房する暖房手段を更に備えることを特徴とする。
【００３５】
　上記発明では、排気熱を用いて車室内を適切に暖房することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】一実施形態にかかるシステム構成図。
【図２】一実施形態にかかる触媒暖機モード処理及び発電モード処理の手順を示すフロー
チャート。
【図３】一実施形態にかかる触媒暖機モード処理及び発電モード処理の一例を示すタイム
チャート。
【図４】一実施形態にかかる触媒暖機モード処理及び発電モード処理の一例を示すタイム
チャート。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明にかかる制御装置を具体化した一実施形態について、図面を参照しつつ説
明する。
【００３８】
　図１に本実施形態にかかるシステム構成図を示す。
【００３９】
　図示される車両１０は、車載主機として回転機１２（以下、主機モータジェネレータＭ
Ｇ１）のみを備えるレンジエクステンダ電動車両である。この車両１０には、他に、主機
モータジェネレータＭＧ１の電力供給源となるバッテリ１４、車載補機としての回転機１
６（以下、補機モータジェネレータＭＧ２）、エンジン１８、及び空気調節装置（エアコ
ン装置２０）が備えられている。
【００４０】
　バッテリ１４は、図示しないインバータを介して主機モータジェネレータＭＧ１及び補
機モータジェネレータＭＧ２に接続されており、これらモータジェネレータを駆動するた
めの蓄電エネルギを蓄えるものである。また、バッテリ１４は、補機モータジェネレータ
ＭＧ２の発電や、バッテリ１４等に備えられるプラグＰＧを介した外部の充電設備（例え



(8) JP 2012-171520 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

ば急速充電器や家庭用電源）によって充電される。なお、バッテリ１４は、図示しないＤ
Ｃ－ＤＣコンバータを介して図示しない低圧バッテリ（例えば１２Ｖの補機バッテリ）に
電力を供給する。
【００４１】
　主機モータジェネレータＭＧ１は、バッテリ１４の蓄電エネルギが供給されることで駆
動される。主機モータジェネレータＭＧ１によって生成された駆動エネルギは、減速機構
２２等を介して駆動輪２４へと伝達される。なお、主機モータジェネレータＭＧ１は、バ
ッテリ１４に充電すべく車両１０の減速時に回生発電する機能を有している。
【００４２】
　エンジン１８のシリンダヘッドには、図示しない車載燃料タンクから供給された燃料を
燃焼室２６に直接噴射供給する電磁駆動式の燃料噴射弁２８（筒内噴射弁）が設けられて
いる。また、上記シリンダヘッドには、点火プラグ３０が設けられており、点火プラグ３
０先端に備えられた中心電極及び接地電極は、燃焼室２６に突出している。
【００４３】
　なお、燃料噴射弁２８としては、筒内噴射弁に限らず、例えば、エンジン１８の吸気通
路３２に燃料を噴射供給するポート噴射弁であってもよい。
【００４４】
　また、本実施形態では、エンジン１８として単気筒のものを想定している。これは、エ
ンジン１８の構造を簡素化してコストを低減させること、エンジン１８を軽量化して車両
の走行距離を拡大すること、及び排気量を小さくしてエンジン１８で発生する騒音を小さ
くすること等を目的とするものである。
【００４５】
　上記吸気通路３２には、この通路を流れる吸気の圧力を検出する吸気圧センサ３４が設
けられている。また、吸気通路３２の下流側は、エンジン１８の燃焼室２６と接続されて
いる。そしてエンジン１８の吸気ポート及び排気ポートのそれぞれは、吸気バルブ３６及
び排気バルブ３８のそれぞれによって開閉される。
【００４６】
　こうした構成において、吸気バルブ３６の開弁によって吸気通路３２から燃焼室２６に
導入される吸気と、燃料噴射弁２８により噴射供給される燃料との混合気が、点火プラグ
３０の放電火花によって着火され燃焼に供される。燃焼によって発生したエネルギは、ピ
ストン４０を介して、クランク軸４２の回転エネルギとして取り出される。そして、燃焼
に供された混合気は、排気バルブ３８の開弁によって排気として排気通路４４に排出され
る。
【００４７】
　なお、本実施形態では、車載機器の数を低減してコスト低減を図る観点から、クランク
軸４２付近には、クランク軸４２の回転角度位置を直接検出するクランク角度センサ（例
えば、電磁ピックアップ式センサ：ＭＰＵセンサ、磁気抵抗素子式センサ：ＭＲＥセンサ
）が設けられていない。
【００４８】
　排気通路４４には、上流側から順に、排気中の有害成分を浄化する排気浄化用触媒（以
下、触媒４６）と、排気熱を回収するための熱回収装置４８の蒸発部４８ａとが設けられ
ている。
【００４９】
　詳しくは、触媒４６は、その温度が活性温度以上となることで排気浄化能力を高く維持
可能なものである。なお、触媒４６としては、例えば、排気中のＮＯｘ、ＨＣ及びＣＯを
浄化する三元触媒が挙げられる。また、触媒４６には、触媒温度を検出する触媒温度セン
サ５０が設けられている。
【００５０】
　熱回収装置４８は、図示しないポンプの駆動によって作動流体（例えば、アンモニア、
水）が循環する流体通路としての循環通路４８ｂを備えている。循環通路４８ｂの途中位
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置には、吸熱部としての上記蒸発部４８ａと、放熱部としての凝縮部４８ｃとが設けられ
ている。詳しくは、循環通路４８ｂを流れる作動流体は、蒸発部４８ａを通る間に排気と
の熱交換によって排気から吸熱した後、凝縮部４８ｃにおいてエンジン１８の冷却水に対
して放熱する。これにより、冷却水の温度を上昇させることができ、後述するヒータコア
５２によって冷却水の熱を車室内の暖房に用いることが可能となる。
【００５１】
　上記エアコン装置２０は、車室内に温風等を供給する空気通路５４と、この通路に空気
流を生じさせる送風機５６（例えば、ファン、ブロワ）と、空気通路５４を流れる空気を
暖めるためのヒータコア５２とを備えて構成されている。詳しくは、ヒータコア５２は、
エンジン１８の冷却水を熱源として空気を加熱する部材である。なお、上記送風機５６は
、上記補機バッテリに接続され、同バッテリを電力供給源として駆動される。
【００５２】
　こうした構成において、送風機５６により送風された空気は、ヒータコア５２を通過し
て所望の温度となるよう熱交換される。そして熱交換された空気が空気通路５４に形成さ
れた図示しない吹出口から車室内へと供給されることで、車室内を暖房する。
【００５３】
　補機モータジェネレータＭＧ２は、クランク軸４２の回転エネルギによって駆動される
ことで発電してバッテリ１４を充電したり、クランク軸４２に初期回転を付与（モータリ
ング）したりする機能を有する。
【００５４】
　詳しくは、まず、充電機能について説明すると、クランク軸４２と補機モータジェネレ
ータＭＧ２との間の動力を伝達状態（ＯＮ状態）又は遮断状態（ＯＦＦ状態）とする電磁
駆動式のクラッチ５８を備え、このクラッチ５８がＯＮ状態とされる状況下、補機モータ
ジェネレータＭＧ２の発電エネルギによってバッテリ１４が充電される。次に、モータリ
ング機能について説明すると、補機モータジェネレータＭＧ２は、バッテリ１４からの蓄
電エネルギの供給によって駆動されることで、クラッチ５８がＯＮ状態とされる状況下に
おいてモータリングを行う。
【００５５】
　上記車両１０には、ナビゲーション装置６０が備えられている。ナビゲーション装置６
０は、ＧＰＳ信号等によって車両１０の現在位置を把握する機能を有し、地図情報等を表
示する表示部６０ａと、ユーザによって操作されるユーザインターフェース６０ｂと、地
図情報、バッテリ１４の充電場所及び上記車載燃料タンクへの燃料の補給場所等に関する
情報が記憶される記憶部６０ｃ（メモリ）とを備えて構成されている。なお、記憶部６０
ｃに記憶されている情報は、外部との通信によって適宜更新される。
【００５６】
　電子制御装置（以下、ＥＣＵ６２）は、主機モータジェネレータＭＧ１、補機モータジ
ェネレータＭＧ２、エンジン１８、及びエアコン装置２０等のそれぞれを操作対象とし、
周知のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等よりなるマイクロコンピュータを主体として構成される
ものである。ＥＣＵ６２には、エアコン装置２０による空調を指示すべくユーザによって
操作される空調スイッチ６４や、バッテリ１４の電圧及び入出力電流を検出するバッテリ
センサ６６や、吸気圧センサ３４、更には触媒温度センサ５０等の出力信号が入力される
。
【００５７】
　また、ＥＣＵ６２とナビゲーション装置６０とは、情報のやり取りを行う。詳しくは、
ＥＣＵ６２には、ユーザインターフェース６０ｂを介したユーザの入力情報や、車両１０
の現在位置情報等が入力される。一方、ナビゲーション装置６０には、ＥＣＵ６２の行う
処理の結果に関する情報等が入力される。
【００５８】
　ＥＣＵ６２は、上記入力に応じて、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラムを実行す
ることで、主機モータジェネレータＭＧ１の駆動制御処理や、燃料噴射弁２８による燃料
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噴射制御処理、更にはエアコン装置２０による空調制御処理等を行う。
【００５９】
　上記燃料噴射制御処理について説明すると、まず、吸気圧センサ３４によって検出され
る吸気圧と、クランク軸４２の回転速度（エンジン回転速度）とから算出される吸気量に
基づき、燃料噴射弁２８からの燃料噴射量の指令値を設定する。より詳しくは、吸気量が
多いほど、上記指令値を多く設定する。そして、設定された指令値に基づき、燃料噴射弁
２８を通電操作する。これにより、上記指令値に応じた燃料が燃料噴射弁２８から噴射さ
れる。
【００６０】
　なお、モータジェネレータ、エンジン１８及びエアコン装置２０等のそれぞれは、実際
には各別の電子制御装置のそれぞれによって操作されるが、ここではこれらの電子制御装
置をＥＣＵ６２と表記している。
【００６１】
　特に、ＥＣＵ６２は、発電モード処理、触媒暖機モード処理及び暖房モード処理を行う
。
【００６２】
　発電モード処理は、バッテリセンサ６６の出力値から算出されるバッテリ１４の蓄電量
（バッテリ１４に蓄えられている電力量、以下ＳＯＣ）が、ＳＯＣの下限値Ｓ０よりも高
い第１の規定量Ｓ１未満になると判断された場合、バッテリ１４を充電すべく補機モータ
ジェネレータＭＧ２を駆動させる処理である。詳しくは、エンジン１８を駆動させるとと
もにクラッチ５８をＯＮ状態とさせることで、クランク軸４２の回転エネルギが補機モー
タジェネレータＭＧ２に伝達されてこれが駆動される。これにより、補機モータジェネレ
ータＭＧ２の発電によってバッテリ１４が充電される。なお、上記下限値Ｓ０は、バッテ
リ１４の信頼性を維持可能なＳＯＣの最小値である。
【００６３】
　また、触媒暖機モード処理は、発電モード処理の実行に先立ち、触媒温度センサ５０の
出力値から算出される触媒温度が、活性温度よりも高い暖機準備温度Ｔ２未満になると判
断された場合、補機モータジェネレータＭＧ２に伝達されるクランク軸４２の回転エネル
ギを発電モード処理の実行時よりも小さくした状態（換言すれば、補機モータジェネレー
タＭＧ２の駆動トルクを低下させることで、補機モータジェネレータＭＧ２の発電電力を
発電モード処理の実行時よりも低下させた状態）で、エンジン１８を駆動させる処理であ
る。この処理は、触媒４６の暖機を促進させ、発電モード処理の実行時にエミッションが
増大することを抑制するための処理である。
【００６４】
　更に、本実施形態では、触媒暖機モード処理として、点火プラグ３０による点火タイミ
ングを発電モード処理の実行時よりも遅らせる（遅角させる）処理も行う。
【００６５】
　上記触媒暖機モード処理において、補機モータジェネレータＭＧ２に伝達されるクラン
ク軸４２の回転エネルギを小さくするとの要件は、触媒暖機中におけるエミッションの増
大を抑制するためのものである。つまり、補機モータジェネレータＭＧ２に供給すべきク
ランク軸４２の回転エネルギが小さくなることから、触媒暖機中においてエンジン１８の
駆動に要求される燃料噴射弁２８からの燃料噴射量を低減できる。すなわち、触媒暖機モ
ード処理の実行時における燃料噴射弁２８からの燃料噴射量を、発電モード処理の実行時
における燃料噴射量よりも低減できる。このため、触媒暖機中におけるエミッションの増
大が抑制される。
【００６６】
　また、点火タイミングを遅角させるとの要件は、排気温度を上昇させて触媒温度の上昇
を促進させ、エミッションの増大をさらに抑制するためのものである。ここで、点火タイ
ミングの遅角によって触媒温度の上昇が促進されるのは、クランク軸４２を回転させるた
めに奪われるエネルギが減少すること、及び燃料の燃焼が開始されてから排気バルブ３８
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が開弁するまでの時間が短くなり、燃焼によって発生する熱エネルギのうちエンジン１８
のシリンダブロック等に奪われる熱エネルギが減少すること等によるものである。
【００６７】
　こうした触媒暖機モード処理によれば、触媒４６の暖機が開始されてから触媒温度が活
性温度以上となるまでの期間を短くすることと、触媒暖機中における燃料噴射量を減少さ
せることとを実現することができ、エミッションの増大を抑制することが可能となる。
【００６８】
　さらに、上記暖房モード処理は、エンジン１８を駆動させて熱回収装置４８によって回
収された排気熱を用いて暖房すべく、エアコン装置２０を操作する処理である。ここで、
暖房モード処理としては、例えば、排気温度を上昇させるべく触媒暖機モード処理と同様
の処理を行ってもよい。
【００６９】
　なお、発電モード処理、触媒暖機モード処理及び暖房モード処理のそれぞれにおいてエ
ンジン１８が駆動される場合、エンジン回転速度を目標回転速度に制御しつつ、エンジン
回転速度が定常状態となるように、燃焼制御（燃料噴射弁２８による燃料噴射制御及び点
火プラグ３０による点火制御）を行う。ここで、エンジン回転速度が定常状態となるよう
に燃焼制御を行うとは、エンジン回転速度が一定となるように燃焼制御を行うこと、又は
エンジン回転速度の変動量の絶対値が所定値以下となるように燃焼制御を行うことをいう
。より具体的には、エンジン回転速度と目標回転速度とが一致すること、又はエンジン回
転速度と目標回転速度との差分である上記変動量の絶対値が所定値以下となるように燃焼
制御を行うことをいう。
【００７０】
　ちなみに、エンジン回転速度を定常状態としてエンジン１８を駆動可能なのは、エンジ
ン１８が車載主機として用いられないことから、エンジン１８の駆動状態の設定の制約が
少ないことによるものである。
【００７１】
　また、エンジン回転速度は、吸気圧センサ３４によって検出された吸気圧が規定圧以下
になると判断されたタイミング間の時間に基づき算出すればよい。より具体的には、上記
タイミング間の時間で１燃焼周期（７２０℃Ａ）を除算することで算出すればよい。この
算出手法は、吸気圧が規定圧以下となるタイミングが１燃焼周期において１回出現するこ
とに鑑みたものである。
【００７２】
　次に、図２を用いて、本実施形態にかかる発電モード処理及び触媒暖機モード処理を含
むエンジン駆動制御処理の手順を説明する。この処理は、ＥＣＵ６２によって、例えば所
定周期で繰り返し実行される。
【００７３】
　この一連の処理では、まずステップＳ１０において、ユーザインターフェース６０ｂを
介してナビゲーション装置６０に目的地が既に設定されているか否かを判断する。
【００７４】
　ステップＳ１０において目的地が既に設定されていると判断された場合には、ステップ
Ｓ１２に進み、設定された目的地に、バッテリ１４の充電設備があるか否かを判断する。
なお、バッテリ１４の充電設備があるか否かは、ナビゲーション装置６０の記憶部６０ｃ
に記憶されているバッテリ１４の充電場所に関する情報に基づき判断すればよい。
【００７５】
　ステップＳ１２においてバッテリ１４の充電設備があると判断された場合には、ステッ
プＳ１４に進み、ナビゲーション装置６０によって把握された現在位置から目的地までの
走行経路に基づき、目的地に到達するまでに車両が要する電力量（要求電力量ＰＷ）を算
出する。ここで、要求電力量ＰＷには、主機モータジェネレータＭＧ１の駆動によって消
費される電力量、及びエアコン装置２０等の車載電気負荷の駆動によって消費される電力
量が含まれる。なお、上記走行経路中の道路勾配や渋滞情報を加味して要求電力量ＰＷを
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算出してもよい。
【００７６】
　続くステップＳ１６では、バッテリ１４のＳＯＣから下限値Ｓ０を減算した値よりも要
求電力量ＰＷが小さいか否かを判断する。この処理は、車両が目的地に到達するまでに発
電モード処理の実行要求が生じると予測されるか否かを判断するための処理である。すな
わち、発電モード処理を実行することなく車両が目的地まで到達可能か否かを判断するた
めの処理である。
【００７７】
　一方、ナビゲーション装置６０に目的地が設定されていないと判断された場合（上記ス
テップＳ１０で否定判断された場合）や、設定された目的地にバッテリ１４の充電設備が
ない又は充電設備があるか不明であると判断された場合（上記ステップＳ１２で否定判断
された場合）には、ステップＳ１８に進む。また、発電モード処理を実行することなく車
両が目的地に到達できないと判断された場合（ステップＳ１６において否定判断された場
合）にも、発電モード処理の実行を許可（発電モード処理の実行の禁止を解除）すべく、
ステップＳ１８に進む。このステップＳ１８では、バッテリ１４のＳＯＣが上記第１の規
定量Ｓ１未満であるか否かを判断する。この処理は、発電モード処理の実行要求があるか
否かを判断するためのものである。
【００７８】
　ステップＳ１８において肯定判断された場合には、ステップＳ２０に進み、発電モード
処理を実行する。
【００７９】
　一方、上記ステップＳ１８において否定判断された場合には、ステップＳ２２に進み、
触媒温度Ｔｃｔが上記暖機準備温度Ｔ２未満であるか否かを判断する。
【００８０】
　ステップＳ２２において触媒温度Ｔｃｔが暖機準備温度Ｔ２未満であると判断された場
合には、ステップＳ２４に進み、第１の規定量Ｓ１よりも高い第２の規定量Ｓ２を、触媒
温度Ｔｃｔが低いほど高く設定する。ここで、触媒温度Ｔｃｔが低いほど第２の規定量Ｓ
２を高く設定するのは、後述する暖機判定温度Ｔ３まで触媒温度Ｔｃｔを上昇させるため
の時間を確保可能なように、後述するステップＳ３４における触媒暖機モード処理を開始
させるためである。
【００８１】
　つまり、触媒温度Ｔｃｔが低いほど、排気熱の供給によって触媒温度Ｔｃｔを暖機判定
温度Ｔ３まで上昇させるために要する時間が長くなる。このため、上記態様にて第２の規
定量Ｓ２を設定することで、触媒温度Ｔｃｔを暖機判定温度Ｔ３まで上昇させた時点でバ
ッテリのＳＯＣが第１の規定量Ｓ１未満にならないと想定される極力遅いタイミングを予
測することができる。これにより、その後触媒暖機モード処理を適切なタイミングで開始
させることが可能となる。
【００８２】
　続くステップＳ２６では、バッテリ１４のＳＯＣが第２の規定量Ｓ２未満であるか否か
を判断する。
【００８３】
　上記ステップＳ１６において肯定判断された場合や、上記ステップＳ２２、Ｓ２６にお
いて否定判断された場合には、ステップＳ２８に進み、暖房要求がないか否かを判断する
。ここで、暖房要求がないか否かは、例えば、空調スイッチ６４の出力値に基づきユーザ
によって暖房が指示されていないか否かで判断すればよい。
【００８４】
　ステップＳ２８において肯定判断された場合には、エンジン１８を駆動させる必要がな
い状況であると判断し、ステップＳ３０においてエンジン１８を停止させる処理を実行す
る。具体的には、燃料噴射弁２８からの燃料噴射及び点火プラグ３０による点火を停止さ
せる処理を実行する。
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【００８５】
　一方、上記ステップＳ２６において肯定判断された場合や、上記ステップＳ２８におい
て否定判断された場合には、ステップＳ３２に進み、触媒暖機モード処理又は暖房モード
処理を実行する。
【００８６】
　詳しくは、バッテリ１４のＳＯＣが第２の規定量Ｓ２未満であると判断される状況下に
おいて、触媒温度Ｔｃｔが暖機判定温度Ｔ３未満になると判断された場合、触媒温度Ｔｃ
ｔが暖機判定温度Ｔ３に到達するまで触媒暖機モード処理を実行する。一方、暖房要求が
あると判断された場合、暖房モード処理を実行する。
【００８７】
　なお、ステップＳ２０、Ｓ３０、Ｓ３２の処理が完了する場合には、この一連の処理を
一旦終了する。
【００８８】
　ちなみに、触媒温度Ｔｃｔが暖機判定温度Ｔ３に到達するまで触媒暖機モード処理が継
続された後、続けて発電モード処理に移行する処理が実行される。すなわち、触媒温度Ｔ
ｃｔが活性温度Ｔ１よりも十分に高い状態で発電モード処理が実行される。
【００８９】
　図３に、本実施形態にかかる触媒暖機モード処理及び発電モード処理の一例を示す。詳
しくは、図３（ａ）に、エンジン回転速度ＮＥの推移を示し、図３（ｂ）に、触媒温度Ｔ
ｃｔの推移を示し、図３（ｃ）に、バッテリ１４のＳＯＣの推移を示し、図３（ｄ）に、
点火時期の推移を示す。なお、図３（ｄ）において、「進角」は、発電モード処理が実行
されることを示し、「遅角」は、触媒暖機モード処理が実行されることを示す。
【００９０】
　図示される例では、時刻ｔ１において、発電モード処理が停止され、エンジン１８が停
止された状態で主機モータジェネレータＭＧ１によって車両１０を走行させるＥＶ走行が
開始される。その後、触媒温度Ｔｃｔが漸減し、時刻ｔ２において触媒温度Ｔｃｔが暖機
準備温度Ｔ２まで低下することで、触媒暖機モード処理が開始される。これにより、その
後触媒温度Ｔｃｔが暖機判定温度Ｔ３に到達する時刻ｔ３まで触媒暖機モード処理が継続
される。そしてその後、触媒暖機モード処理から発電モード処理へと移行される。これに
より、発電モード処理の実行に先立ち触媒暖機モード処理が実行されない制御ロジックを
採用する場合と比較して（図中点線にて併記）、発電モード処理の開始時において触媒４
６の排気浄化能力を十分高い状態とすることができる。
【００９１】
　次に、図４に、本実施形態にかかる要求電力量ＰＷに基づく触媒暖機モード処理及び発
電モード処理の一例を示す。詳しくは、図４（ａ）～図４（ｃ）は、先の図３（ａ）～図
３（ｃ）に対応している。なお、図４（ｂ）には、要求電力量ＰＷの推移を併記している
。
【００９２】
　図示される例は、エンジン１８がある程度の時間停止されている等、触媒温度Ｔｃｔが
過度に低い場合を示している。このような状況下、時刻ｔ１においてナビゲーション装置
６０に目的地が設定されることで、要求電力量ＰＷを都度算出する処理が開始される。そ
してその後、バッテリ１４のＳＯＣから下限値Ｓ０を減算した値が要求電力量ＰＷ以下に
なる時刻ｔ２において、発電モード処理の実行に先立ち、触媒暖機モード処理が開始され
る（先の図２において、Ｓ１６：ＮＯ→Ｓ１８：ＮＯ→Ｓ２２：ＹＥＳ→Ｓ２４→Ｓ２６
：ＹＥＳ→Ｓ３２）。その後、触媒暖機モード処理によって触媒温度Ｔｃｔが暖機判定温
度Ｔ３に到達したと判断された時刻ｔ３において、発電モード処理に移行される。
【００９３】
　このように、本実施形態では、触媒暖機モード処理、発電モード処理及びエンジン停止
処理を触媒温度Ｔｃｔ及び要求電力量ＰＷに応じて適宜選択して実行することで、排気特
性の悪化を回避するためにエンジン１８の駆動又は停止を適切に指示することができる。
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【００９４】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
【００９５】
　（１）触媒温度Ｔｃｔが暖機準備温度Ｔ２未満になると判断されて且つ、バッテリ１４
のＳＯＣが第２の規定量Ｓ２未満になると判断された場合、触媒暖機モード処理を実行し
た。ここでは、第２の規定量Ｓ２を、触媒温度Ｔｃｔが低いほど高く設定した。このため
、触媒暖機モード処理によって触媒温度Ｔｃｔを上昇させるための時間を確保することが
できる。これにより、バッテリ１４のＳＯＣが過度に不足する事態の発生を回避しつつ、
触媒の排気浄化能力を高く維持することができる。したがって、エミッションの増大を好
適に抑制することができる。
【００９６】
　（２）触媒暖機モード処理として、補機モータジェネレータＭＧ２に伝達されるクラン
ク軸４２の回転エネルギを発電モード処理の実行時よりも小さくする処理、及び点火プラ
グ３０による点火タイミングを発電モード処理の実行時よりも遅角させる処理を行った。
これにより、触媒暖機中におけるエミッションの増大をより好適に抑制することができる
。
【００９７】
　（３）触媒暖機モード処理が開始された後、触媒温度Ｔｃｔが暖機判定温度Ｔ３に到達
するまで触媒暖機モード処理を継続した。そしてその後、続けて発電モード処理に移行し
た。これにより、バッテリ１４の充電時において触媒温度Ｔｃｔを活性温度Ｔ１よりも十
分高い状態とすることができ、エミッションの増大をいっそう好適に抑制することができ
る。
【００９８】
　（４）車両１０の現在位置から目的地までの走行経路に基づき、要求電力量ＰＷを都度
算出した。そして、要求電力量ＰＷが、バッテリ１４のＳＯＣから下限値Ｓ０を減算した
値よりも小さいと判断された場合、発電モード処理の実行を禁止する処理（エンジン１８
を停止させる処理）を実行した。これにより、エンジン１８を極力駆動させることなく車
両１０を走行させることができ、燃料消費量とともにエミッションの低減を図ることがで
きる。
【００９９】
　（５）目的地にバッテリ１４の充電場所がないと判断された場合、または目的地にバッ
テリ１４の充電場所があるか不明であると判断された場合、発電モード処理の実行の禁止
を解除した。これにより、バッテリ１４のＳＯＣが過度に不足する以前に、発電モード処
理によってバッテリ１４を充電することができる。
【０１００】
　（６）暖房要求があると判断された場合、暖房モード処理を行った。これにより、ユー
ザの要求に応じて車室内の暖房を適切に行うことができる。
【０１０１】
　（その他の実施形態）
　なお、上記実施形態は、以下のように変更して実施してもよい。
【０１０２】
　・上記実施形態では、発電モード処理を実行することなく車両１０が目的地に到達可能
であるか否かを、要求電力量ＰＷが、バッテリ１４のＳＯＣから下限値Ｓ０を減算した値
よりも小さいか否かに基づき判断したがこれに限らない。例えば、下限値Ｓ０に代えて、
下限値Ｓ０よりも高くて且つ第１の規定量Ｓ１以下の値を用いて判断してもよい。
【０１０３】
　・要求電力量ＰＷの算出手法としては、上記実施形態に例示したものに限らない。例え
ば、走行経路に限らず、現在位置と目的地との距離に基づき算出してもよい。
【０１０４】
　・目的地に関する情報を指示すべくユーザによって操作される指示手段としては、ナビ
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ゲーション装置６０に限らない。例えば、ユーザが携帯可能な携帯機（例えば携帯電話）
であってもよい。この場合であっても、携帯機を介して取得された車両の現在位置及び目
的地をＥＣＵ６２に入力する構成を備えることで、携帯機を介した入力情報に基づき、要
求電力量ＰＷを算出することができる。
【０１０５】
　・車両の目的地に関する情報としては、上記実施形態に例示したものに限らない。例え
ば、車両の予定走行距離であってもよい。この場合、例えば、設定された予定走行距離と
、単位走行距離当たりに車両に要する想定電力量（例えば固定値）と、車載機器の消費電
力量とに基づき要求電力量ＰＷを算出すればよい。なお、この場合、ナビゲーション装置
６０を備えなくてもよく、予定走行距離のみ入力可能な簡素な構成の指示手段を採用する
こともできる。
【０１０６】
　・エンジン回転速度の算出手法としては、上記実施形態に例示したものに限らない。例
えば、上記クランク角度センサを備え、このセンサの出力値に基づきエンジン回転速度を
算出してもよい。
【０１０７】
　・上記実施形態では、触媒温度センサ５０によって触媒温度Ｔｃｔを検出したがこれに
限らない。例えば、周知技術である触媒温度Ｔｃｔを推定する処理によって触媒温度Ｔｃ
ｔを推定してもよい。詳しくは、触媒温度Ｔｃｔを推定する処理は、例えば、排気通路４
４において触媒４６の上流側の排気温度を検出する排気温センサや、エンジン冷却水の温
度を検出する水温センサを備え、排気温センサや水温センサの検出値に基づき触媒温度Ｔ
ｃｔを推定する処理が考えられる。より具体的には、まず、エンジンが駆動されない状況
下において、外気と熱的な平衡状態となる場合におけるエンジン冷却水温に基づき触媒温
度の初期値を算出する。そして、その後エンジンが駆動される状況下において、エンジン
冷却水温の上昇度合いに基づき上記初期値からの触媒の温度上昇分を算出することで、触
媒温度を推定すればよい。
【０１０８】
　・上記実施形態では、触媒温度Ｔｃｔが暖機判定温度Ｔ３まで上昇したと判断されるま
で触媒暖機モード処理の実行を継続し、その後発電モード処理に移行させる制御ロジック
を採用したがこれに限らない。例えば、触媒温度Ｔｃｔが暖機判定温度Ｔ３まで上昇した
と判断されて触媒暖機モード処理を完了した後、触媒温度Ｔｃｔが活性温度Ｔ１まで低下
するとの条件、及びバッテリ１４のＳＯＣが第１の規定量Ｓ１未満になるとの条件の論理
和が真であるとの条件が成立した場合、発電モード処理を実行する制御ロジックを採用し
てもよい。この場合であっても、触媒４６の排気浄化能力を極力高く維持しつつ、バッテ
リ１４のＳＯＣが過度に不足することを回避できる。
【０１０９】
　・上記実施形態では、暖機準備温度Ｔ２を触媒４６の活性温度よりも高い温度としたが
これに限らない。例えば、暖機準備温度Ｔ２を、活性温度と同じ温度に設定してもよい。
また、例えば、暖機準備温度Ｔ２を活性温度よりも低い温度に設定してもよい。この場合
であっても、発電モード処理の実行開始時において、触媒４６の排気浄化能力を高くする
ことができるため、エミッションの増大を抑制することはできる。
【０１１０】
　・上記実施形態において、ステップＳ１６で否定判断された後、ステップＳ２６に移行
する制御ロジックを採用してもよい。この場合、第２の規定量Ｓ２を第1の規定量Ｓ１よ
りもやや大きい固定値として設定すればよい。これにより、発電モード処理の実行要求の
生じる以前に触媒暖機モード処理を実行することができる。
【０１１１】
　・触媒暖機モード処理としては、上記実施形態に例示したものに限らない。例えば、ク
ラッチ５８をＯＦＦ状態（エンジン１８を無負荷状態）としてエンジン１８を駆動させる
処理としてもよい。これにより、補機モータジェネレータＭＧ２の駆動用の燃料が不要と
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【０１１２】
　・エンジン１８の燃焼制御手法としては、上記実施形態に例示したものに限らない。例
えば、互いに相違する複数の回転速度のうち１つを選択することで目標回転速度を可変設
定する処理を実行してもよい。具体的には例えば、発電モード処理においてバッテリ１４
のＳＯＣが低かったり、触媒暖機モード処理において触媒温度が低かったりするほど、目
標回転速度を高く設定すればよい。
【０１１３】
　・上記実施形態では、熱回収装置４８によって回収された排気熱がエンジン冷却水を介
してヒータコア５２に供給される構成としたがこれに限らない。例えば、エンジン冷却水
を介さず、熱回収装置４８によって回収された排気熱をヒータコア５２に直接供給する構
成を採用してもよい。
【０１１４】
　・エンジン１８としては、単気筒のものに限らず、例えば複数気筒のものであってもよ
い。また、エンジン１８としては、ガソリンエンジン等の火花点火式内燃機関に限らず、
例えば圧縮点火式内燃機関であってもよい。ここで圧縮点火式内燃機関としては、例えば
、燃料（ガソリン）と吸気とを予め混合したもの（予混合気）を、燃焼室２６での圧縮に
よって自着火（予混合圧縮自着火、Homogeneous Charge Compression Ignition）燃焼さ
せるＨＣＣＩ燃焼が可能なものが挙げられる。
【符号の説明】
【０１１５】
　１２…主機モータジェネレータ、１４…バッテリ、１６…補機モータジェネレータ、１
８…エンジン、３２…吸気通路、４４…排気通路、４６…触媒、４８…熱回収装置、６０
…ナビゲーション装置、６２…ＥＣＵ（電動車両の制御装置の一実施形態）。

【図１】 【図２】
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